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新型コロナウィルス感̶の発生状況を踏まえた,における̶拡大防止ダ播

の変更について(通知)

新型コロナウィルス感■に関しでま、去る8月19日開催の新型コロナウィルス感染症に係るぼ射嫌

本部会議(本部長青森県知事)において、県内における新̶が倉速に増加し、特に̶1週間の値は、

国の撒票でステージMこ該当するなど、このまま感.大が進むと̶崩壌につながり力、ねなレ、状況との見

解が示されました。

県立,におレ、ては、麺■の対外試合の制P̶の�■大防止に対応してレ、ただレ、ているところですが、

今後の�■大を防ぐため、下記のとおり感染拡大防止対策を変更することとします。(詳細は別紙のとおり。)

各,にお力れでま、本■の内容について児童生ギぼぴ呆護者、謝̶に周̶るとともに、ぽ内での

感細方止タボにつレ、ても適切に■してくださるようお願レ、します。

,なお、本■の対応については、今後の新型コロナウィルス��の発生状況等に応じて変更する±̶があ

ることを申し添えます。

IS

1新型コロナウィルス感染症の発生状況を踏まえた対外試合等の制限の変更について(令和3年8月13

日付け̶ス第5 9 5号ぼ口)の変更概要

変更後 変更前

部活動の活

動日数

8月23日(月)から当面の間、部活動の活

動日数を週3日以内とする。ただし各̶

会やコンクー/� (―大会や県内大�)

に出場すろ±:は、大会当日の14日前から

部活動の指針に基づく日数の活動ができる

ちのどtる。

働口)

対外試合 当面の間、原則として̶との試合ほ東習試

合を含む。)を禁止する。

8月31日y<)までの間、原則として他校

との試合(練習試合を含む。)を禁止する。

合宿 当面の間、合宿(料交與虫で行うものを含

む。)は禁止する。

合宿(,與自で行うものを含む。)は、引き

続き禁止する。

外部人材の

活用.

当面の間、外部人材(日常的に来校し■に

当たっている者を除く 。)の̶による̶の

轉等は原則禁止とし必要な±̶は、與象

配信やオンライン等により̶すること。

外部人材(日常的に来校し、■に当たってリ、

ろ者を除く。)の来校による̶の̶等は原

員IJ̶とし、必要な±おは、劇麺S信やオン

ライン等により̶すること。

2夏剩木業中及び夏剩木業後における感染拡大防止対策の̶について(令和3年8月5日付け青教ス第

5 6 1 ■知)の変更概要

変更後 変更前

健康観察の

t!底

児童生徒等や教職員本人のみならず同居の

家族に̶症状が見られろ±�も登校また

は出勤しないようにすること。

働口)

:
・



別紙

新型コロナウィルス感染症の発生状況を踏まえた敦夕における感染拡大防止対策の変更について

1部活動について

き職動を̶するに当たっでま、̶育委員会力も発出している「繭舌動̶上の留意̶(令和2年

‘12月21日付け青教ス第9 1 9̶知)に基づき万全の̶防止̶を講じるとともに、̶における生

徒の鍵�をできる限り肖IJ減するため、活動を縮小する。

(1)活動日数

8月2 3日(月)力、ら当面の間、きだ舌動の活動日数を週3日以内とする。ただし各̶会やコンター

ノ� (―大会や県内大�)に出場する̶は、大会当日の14日前から「̶動のキ謎+ (平成3

0年12月)」及び「青森県文化き職動の̶(ボロ, 8月)」に基づく日数の活動ができるものとする。

(平日は少なくとも1日、週末は少なくとも1日以上̶日とする。)

(2)対外試合

当面の間、原則としてず―との試合錬習試合を含れ)を̶とする。(―大会及びまづは�に

県の代表として出場する選手又はチームも含れ)

ただし青森県高等労交体育―、青森県高等̶ぽ�■、青森県高等�はイぽ盟、青森県中報

体育連̶び青森県中斜交文イ̶盟並びにこれらの団体の上き除且織の団体が主イぽは̶する��に

ついては、事前に主催者が講じる新型コロナウィルス感染防止̶�きとなる地域(都■県、市町

村)の■緻ほび対応制限等を艦忍し慎重に判断した上で参加できることとする。

また、参カロに当たっては、原則、宿泊を伴わないこととし、主催者及�き局の留意,頁に従うとと

もに、以下についても留̶ること。

【参加する際は】

①每日こまめな健̶ェックをし、̶症状はもちろんのこと、だるさがを.鼻の̶口感が続くなど、

織不良の±おは、参加しないこと。

②�K GSS])の合間や更衣室ではマスタ等を着用すること。

③声援、キぼなど大声を出さないこと。

④公共交通機『斯■後やェレベーター等不特定̶の人と共用する錮ガこ肖̶た±おは、すぐに手洗

レ、又はアルコづレ消毒を行うこと。

⑤.更衣室等、換気の不がな場所での長時間のす̶を避けること。

⑥マスタを外した状態での会都̶けること。

⑦マスクを外ボ文食の場面では、糊こ注意し3密にならないようがな̶を確保しなろべく場

所など工夫すること。

【試合後は】

2週間(平均的な激犬期間である5～6日は特に)は、毎日檢温し健康観察を精舷することとし、体

調不良の̶は、自宅で療養し、気にかかる症̶があれば、力、かりつけ医Xに相談し̶を仰ぐこと。

※力、かりつけ医がいない、相談先がわからない±おは、県コづけンターに問レ☆がること。

(3)合宿

当面の間、合宿(―戦自で行うものを含む。)は,する。



(4)練習等活動時の留意̶

①健康観察の繭

毎日こまめな̶チェッタをし、��状はもちろんのこと、だるさがを.鼻のぎ口感力嚴くなど、

ず掠肖不良の±おは、参加しないこと。

②密,ま面の回避

多くの人数力被焦する場面で感染リスタが高まると言われていることから、更衣室等も含めて、人

数制限を設けるなど密集しないようにすろとともに、換気を̶すること。

③場面の切り替わり時のリスタ回避

練習メニューが変わる場面やミーテイングの際に、生徒力被接しないよう̶をとり、大声を出さ

ないこと。

④きだ舌動に付随する場面でのネ̶の棺̶

̶動終了後に、̶になって飲̶を飲みながら会話したり、食事を行ったりした隙(�染が広

がることを防ぐため、き財̶謝をでの集団での飲食は空えるとともに、人との■おを避ける観だか

ら、麺舌動終了後は速やかな帰宅を促すこと。

2外部人材の活用について

当面の間、外部人材ほ常的に来校し指導に当たっている者を除く。)の来校による̶の■等は

原員u,とし、必要な★:は、脚麺E信やオンライン等により̶すること。

ただし児童生徒の健康.ぽに係る行̶のための活用につレ、ては認めることとする。.

3 ̶観察の̶について

̶との連携の下、軽微な±おでも平常Bきの衛周と異なる±おは、登校しないこととし、̶での健康

観察を̶すること。

さらに、’�hの瘍力を呼びかけ、児童牛ギ̶職員本人のみならず同居の̶に̶症状が見られ

る±:も登校または出勤しないようにすること。

県民の皆さまへのお願い:

新型コロナ感�は防止;�� I
hはpsプ��w‘pref.aomon.lg.jp/koho/のvld19k3kud3,ねusbしhtml

BSteiuB

担当】o保健管理等に関すること

スポーツ健康課体育.健康グループTEL 017-734-9907 (直通)

o学習指導.学校行事.生徒の指導等に関すること

学校教育課高等学校指導グループTEL 017-734-9883 (直通)

学校教育課小中学校指導グループTEL 017-734-9895 (直通)

学校教育課特別支援教育椎進室 TEL 017-734-9882 (直通)


